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NUMAZU CITY PRESS RELEASE 
沼津市 報道取材情報 

令和７年３月１２日（水）発表 

盛土行為についての違反事実を公表します 

 
要 旨 

概 要 

沼津市役所 都市計画部 開発指導課 

直通：０５５－９３４－４７６1 

 

 本市は、「沼津市盛土等の規制に関する条例」に基づき、命令を受けた事業主が期限までに

命令に従わなかったため、違反事実を公表します。 

（命令の内容） 

・条例の許可を得ないで盛土を行った事業主に対して、盛土行為の中止と原状回復等を命じ

ました。 

（今後の対応） 

  本件の違反事実について、すでに静岡県警察に通報しております。また、静岡県が実施した

調査の結果も踏まえ、今後も事業主に対し、現地の是正に向けて、粘り強く指導を行います。 

■事 業 主  事業を行う権限を有する者 

・古屋髙明（沼津市柳沢 743番地） 

■事 実  事業主は、平成３０年１０月頃から、沼津市長の許可を得ずに盛土行為を始

めました。市は、事業主に中止・原状回復命令の行政処分を行いましたが、

未だ現地は改善されていません。 

■盛 土 箇 所  沼津市西椎路字藏下 120番２外 

■現地の状況  盛土が崩壊した場合、隣接する人家への土砂の流出が懸念されます。そのた

め、沼津市では、定期的なパトロールに加え、大雨後のパトロールにより都度

状況を注視しており、盛土が直ちに崩落する危険性がないことを確認してい

ます。 

■そ の 他  今年度公表した７件について、１件が是正完了し、２件で是正に向けた土砂

の搬出が進んでおります。残る 4 件も土砂搬出についての相談があり、是正

に向けた動きを確認しています。 
 

※ 盛土箇所等添付資料参照 



違反事実の公表



警告看板の設置

初期の盛土行為

西椎路交差点

県による現地測量

盛土の範囲

現地調査 家屋と隣接

不適切盛土箇所
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